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償却資産とは

資産の種類
種類

番号
具 体 例

構 築 物

機 械 及 び 装 置

船 舶

航 空 機

車 両 及 び

運 搬 具

工 具 ・ 器 具

及 び 備 品

各種工具・事務机椅子・応接セット・陳列ケース・ルームエアコン・冷蔵庫・室内

装飾品・パソコン・プリンター・レジスター・看板等

大型特殊自動車（ナンバープレートの分類番号が「０」「00～09」「000～099」

《自動車税・軽自動車税の対象になる乗用車、トラック等は対象外です。》

客船・貨物船・漁船・ボート・遊覧船等

飛行機・ヘリコプター・グライダー等

各種製造設備等の機械及び装置・駐車場機械装置等

舗装路面・広告塔・門・へい・カーポート・自転車置場・緑化施設・庭園・物置

（定着していないもの）等

《家屋として評価しない建物附帯設備を含みます。》

1

２

３

４

５

６

「９」「90～99」「900～999」の車両）等

償却資産の種類別分類（一例）

業種別の課税対象償却資産（一例）

（　）内の数字は、各資産の耐用年数です。

業　　種 主　な　償　却　資　産　の　内　容

共　　　　　通

飲　　食　　業

クリーニング業

医　（歯）　業

不 動 産 貸 付 業

加 工 ・ 修 理 業

小　　売　　業

食肉鮮魚販売業

理 ・ 美 容 業

タイムレコーダー（５）、事務机（15）、事務椅子（15）、応接セット（８）、ロッカー 

（15）、キャビネット（15）、金庫（20）、レジスター（５）、コピー機（５）、ルーム

エアコン（６）、パーソナルコンピュータ（４）、サーバー（５）、ＬＡＮ配線（10）、

看板（10）、受変電設備（15）、舗装路面（10 又は 15）、その他

理・美容椅子（５）、消毒殺菌器（５）、タオル蒸器（５）、パーマ器（５）、サインポー

ル（３）、湯沸かし器（６）、その他

洗濯機（13）、脱水機（13）、ドライ機（13）、プレス（13）、給排水設備（15）、そ

の他

冷凍機（９）、肉切断機（９）、挽肉機（９）、電子秤（５）、冷蔵ストッカー（４）、

陳列ケース（６又は８）、冷蔵庫（６）、自動販売機（５）、その他

旋盤（10）、ボール盤（10）、フライス盤（10）、プレス（10 又は 15）、圧縮機（10

又は 15）、測定工具（５）、検査工具（５）、工業用水道（15）、その他

レントゲン機器（６）、調剤機器（６）、ファイバースコープ（６）、消毒殺菌用機

器（４）、手術機器（５）、歯科診療ユニット（７）、その他

立体駐車場のターンテーブル及び機器部分（10）、金属造の塀（10）、コンクリー

トの塀（15 （）等木植（設施化緑、） 20）、太陽光発電設備（17）、その他

食卓（５）、椅子（５）、厨房用品（５）、カラオケ（５）、冷蔵庫（５）、その他

　会社や個人で工場や商店、漁業・農業などの事業を営んでいる方がその事業のために

用いている構築物（家屋として評価していない建物附帯設備を含む）・機械・備品等を

いい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

　償却資産は土地・家屋とは異なり、所有者には毎年の申告義務が課されています（地方

税法第３８３条）。

目 次

償却資産とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２～５

償却資産の申告について・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６～８

個人番号（マイナンバー）・法人番号の記載のお願い ・・・・・Ｐ９

税額の算出方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０

固定資産税の軽減措置等・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１～１２

提出種類の記入例

償却資産申告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３～１４

種類別明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５～１８
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４３

　償却資産の中でも、市へ申告いただく対象となるものとならないものがあり、それらの分

類は以下のようになります。

件を満たすものです。

※次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告が必要となります。

　土地・家屋以外の有形固定資産で、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、

　減価償却の対象となる資産

１．決算期以後１月１日までの間に取得した資産で、まだ固定資産勘定に計上されてい

　　ない資産

２．建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産

３．遊休資産・未稼働資産

４．実際の売買にあたるようなリース資産

実質的に割賦販売であると認められる場合や、リース期間終了後に譲渡される場

合は借手が申告の対象となります。

５．改良費

資本的支出として資産計上したものは、新たな資産の取得とみなし、本体とは区

別して申告してください。

６．福利厚生施設・社員研修施設

７．取得価額が３０万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第２８条の２又は

　　第６７条の５の適用により損金算入した資産

（１）

耐用年数が１年以上かつ１個又は１組の取得価額（付随費用を含む）が10万円以上

の資産。ただし、法人の場合10万円未満のものでも決算時に減価償却するものは申告

の対象になります。

（２）

● 申告の対象とならない資産
１．無形固定資産（ソフトウエア・特許権・商標権・営業権等）

２．繰延資産（創立費、開業費等）

３．自動車税及び軽自動車税の対象となる車両

４．棚卸資産（商品・製品・原材料・仕掛品等）

５．生物（ただし、観賞用・興行用のものは申告の対象です）

６．美術品（ただし、法人税及び所得税の取扱において、減価償却資産に該当するとさ

　　れるものは申告の対象です）

７．耐用年数が１年未満又は取得価額が１０万円未満の償却資産について、税務会計上

　　固定資産として計上しないもの（一時に損金算入又は必要経費として処理している

　　もの）

８．一括償却資産（取得価額が２０万円未満で３年間で償却する減価償却資産）

９．ファイナンス・リース取引に係るリース資産のうち、平成２０年４月１日以降にリ

　　ース契約が締結され、かつ所有者が取得した価額が２０万円未満のもの

申告の対象となる資産・ならない資産 償却方法と取得価額による申告対象一覧

（取得価額）

・・・申告の対象となる資産 ・・・申告の対象とならない資産

個別に減価償却しているもの

中小企業者等の少額資産特例
（租税特別措置法第２８条の２、第６７条の５　など）

リース資産
（２０万円未満）

一時に損金算入

30万円未満

20万円未満

10万円未満
法人税法第６４条の２第１項、
所得税法第６７条の２第１項

法人税法施行令第１３３条の２第１項、
所得税法施行令第１３９条第１項

法人税法施行令第１３３条、
所得税法施行令第１３８条

　取扱いについて国税（法人税・所得税）と異なる点がありますので注意してください。

項　　目

償却計算の期間 暦年（賦課期日制度）

一般の資産は固定資産評価基準別

表第１５に定められた減価率を用

いる定率法

※法人税法等の旧定率法で用いる

　減価率と同じです

定率法、定額法等の選択制度

認められません（圧縮前の取得価額

を記入してください）

認められません

認められます

認められます

月割償却

事業年度

認められます

認められます

備忘価額（１円）

原則区分評価

半年償却（１/２）

取得価額の１００分の５

区分評価（改良を加えられた資産と

改良費を区分して評価）

減価償却の方法

前年中の新規取得資産

圧縮記帳の制度

特別償却・割増償却

増加償却

評価額の最低限度額

改良費（資本的支出）

固定資産税（償却資産）の取扱い 国税（法人税・所得税）の取扱い

国税（法人税・所得税）との違い

一括償却資産の３年償却

● 申告の対象となる資産

令和６年１月１日現在、事業の用に供することができる資産のうち、次の（１）（２）の要
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● 申告の対象となる資産

　償却資産の中でも、市へ申告いただく対象となるものとならないものがあり、それらの分

類は以下のようになります。

　令和５年１月１日現在、事業の用に供することができる資産のうち、次の（１）（２）の要

件を満たすものです。

　※次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告が必要となります。

　土地・家屋以外の有形固定資産で、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、

　減価償却の対象となる資産

１．決算期以後１月１日までの間に取得した資産で、まだ固定資産勘定に計上されてい

　　ない資産

２．建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産

３．遊休資産・未稼働資産

４．実際の売買にあたるようなリース資産

　　　実質的に割賦販売であると認められる場合や、リース期間終了後に譲渡される場

　　　合は借手が申告の対象となります。

５．改良費

　　　資本的支出として資産計上したものは、新たな資産の取得とみなし、本体とは区

　　　別して申告してください。

６．福利厚生施設・社員研修施設

７．取得価額が３０万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第２８条の２又は

　　第６７条の５の適用により損金算入した資産

（１）

耐用年数が１年以上かつ１個又は１組の取得価額（付随費用を含む）が10万円以上

の資産。ただし、法人の場合10万円未満のものでも決算時に減価償却するものは申告

の対象になります。

（２）

● 申告の対象とならない資産
１．無形固定資産（ソフトウエア・特許権・商標権・営業権等）

２．繰延資産（創立費、開業費等）

３．自動車税及び軽自動車税の対象となる車両

４．棚卸資産（商品・製品・原材料・仕掛品等）

５．生物（ただし、観賞用・興行用のものは申告の対象です）

６．美術品（ただし、法人税及び所得税の取扱において、減価償却資産に該当するとさ

　　れるものは申告の対象です）

７．耐用年数が１年未満又は取得価額が１０万円未満の償却資産について、税務会計上

　　固定資産として計上しないもの（一時に損金算入又は必要経費として処理している

　　もの）

８．一括償却資産（取得価額が２０万円未満で３年間で償却する減価償却資産）

９．ファイナンス・リース取引に係るリース資産のうち、平成２０年４月１日以降にリ

　　ース契約が締結され、かつ所有者が取得した価額が２０万円未満のもの

申告の対象となる資産・ならない資産 償却方法と取得価額による申告対象一覧

（取得価額）

・・・申告の対象となる資産 ・・・申告の対象とならない資産

個別に減価償却しているもの

中小企業者等の少額資産特例
（租税特別措置法第２８条の２、第６７条の５　など）

リース資産
（２０万円未満）

一時に損金算入

30万円未満

20万円未満

10万円未満
法人税法第６４条の２第１項、
所得税法第６７条の２第１項

法人税法施行令第１３３条の２第１項、
所得税法施行令第１３９条第１項

法人税法施行令第１３３条、
所得税法施行令第１３８条

　取扱いについて国税（法人税・所得税）と異なる点がありますので注意してください。

項　　目

償却計算の期間 暦年（賦課期日制度）

一般の資産は固定資産評価基準別

表第１５に定められた減価率を用

いる定率法

※法人税法等の旧定率法で用いる

　減価率と同じです

定率法、定額法等の選択制度

認められません（圧縮前の取得価額

を記入してください）

認められません

認められます

認められます

月割償却

事業年度

認められます

認められます

備忘価額（１円）

原則区分評価

半年償却（１/２）

取得価額の１００分の５

区分評価（改良を加えられた資産と

改良費を区分して評価）

減価償却の方法

前年中の新規取得資産

圧縮記帳の制度

特別償却・割増償却

増加償却

評価額の最低限度額

改良費（資本的支出）

固定資産税（償却資産）の取扱い 国税（法人税・所得税）の取扱い

国税（法人税・所得税）との違い

一括償却資産の３年償却

※貸付けの用に供するものは『一括償却資産』の３年償却及び『一時に損金算入における対象

資産』であっても償却資産の対象となります。
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　家屋の附帯設備（建築設備）の中には、償却資産として取り扱うものもあります。償却資

産として取り扱うものについては、ご申告をいただく必要があります。

●家屋と設備の所有者が異なる場合（テナント等で借主が事業用に取り付けた家屋の附帯設
　備）はすべて償却資産となります。
※テナント等で借主が事業用に取り付けた家屋の附帯設備…この場合、家屋の所有者はテナ
　ント貸主、設備の所有者は借主である事業主となります。

●家屋と設備の所有者が同じ場合は以下の表のとおり区分されます。

附帯設備等における家屋と償却資産との区分

設備の区分

受変電設備 受変電設備一式（キュービクル等）

予備電源設備 自家用発電設備、発電機設備、蓄電池設備

動力配線設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外のもの

電灯照明設備 屋内照明設備、分電盤
家屋と分離している屋外照明設備
（ネオンサイン、投光器、スポットライト等）

電話設備 電話機、交換機等の機器 配線、配管

消火設備 消火栓設備のホース・ノズル、消火器 消火栓設備、スプリンクラー

中央監視装置 装置一式

避雷設備、火災報知設備 設備一式

ガス設備、給排水設備 左記以外の設備
特定の生産又は業務用設備
屋外設備

空調設備 家屋と一体となっている設備
ルームエアコン（壁掛型）
特定の生産又は業務用設備

厨房設備、洗濯設備 サービス設備以外の設備

運搬設備 工場用ベルトコンベアー
エレベーター、エスカレーター
小荷物専用昇降機

外構設備
舗装路面
門、へい、フェンス、緑化施設、庭園等

償却資産とするもの 家屋に含めるもの

（注）一般的な区分の例示であり、必ずしもこの例示によらない場合があります。
家屋に含めるものに該当する設備であっても、設備の所有者が家屋の所有者と異なる場合は、

　　　すべて償却資産となります。（地方税法第343条第10項、下関市税条例第54条第8項）

顧客の求めに応じる（百貨店、旅館、飲食店、
病院等）サービス設備

償却資産の申告について

　工場や商店を営んでいたり、資産の貸し付けをしているなどの事業を行っている方で、令

和５年１月１日現在に下関市内に償却資産（P２参照）を所有している方です。

以下の

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送又はeLTAXでの提出をお願いします。

３通りの方法があります。

１．窓口への直接の提出
　　　　提出期限間近になりますと、窓口が大変混雑します。早めに提出していただきます
　　　　よう協力をお願いします。

２．郵送での提出
　　　　提出は裏表紙に記載している申告書の提出先までお願いします。

受付済の控の返送を希望される方は、コピーした申告書と切手を貼付した返信用封
　　　　筒を必ず同封してください。切手を貼付した返信用封筒がない場合は返送すること
　　　　ができませんので、あらかじめご了承ください。

３．ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）での提出

※控が必要な方は、あらかじめコピーをとっていただくようお願いします。

申告していただく方

提出の方法

ｅＬＴＡＸヘルプデスク

・電話　0570-081459（つながらない場合は 03-5521-0019）

　　　　9：00～17：00 受付（土日・祝祭日と年末年始を除く）

・ホームページ　https://www.eltax.lta.go.jp/

「地方税共同機構」が運営するｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）により、所定

の手続きにしたがって、申告データを送信いただく方式です。

具体的な操作方法については、ｅＬＴＡＸヘルプデスクまでお問い合わせいただくか、

ホームページをご覧ください。

● 種類別明細書（増加資産・全資産用）について

《 自社会計システムの出力帳票による申告 》

● 償却資産申告書について

・法定様式（第２６号様式）を使用してください。

・本市から申告書を送付済の場合は、事務処理上必要になりますので、本市の申告書も

　そのまま一緒に提出してください。

・毎年度、全資産明細書を添付してください。

・資産の種類、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、評価額を必ず記入してく

　ださい。
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償却資産の申告について
申告していただく方

　工場や商店を営んでいたり、資産の貸し付けをしているなどの事業を行っている方で、令

和６年１月１日現在に下関市内に償却資産（P２参照）を所有している方です。

提出の方法

以下の３通りの方法があります。

１．窓口への直接の提出
提出期限間近になりますと、窓口が大変混雑します。早めに提出していただきます
よう協力をお願いします。

２．郵送での提出

３．ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）での提出

「地方税共同機構」が運営するｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）により、所定

の手続きにしたがって、申告データを送信いただく方式です。

具体的な操作方法については、ｅＬＴＡＸヘルプデスクまでお問い合わせいただくか、

ホームページをご覧ください。

ｅＬＴＡＸヘルプデスク

9：00～17：00 受付（土日・祝祭日と年末年始を除 く）

《 自社会計システムの出力帳票による申告 》

・電話 0570-081459（つながらない場合は 03-5521-0019）

・ホームページ　https://  www.eltax.lta.go.jp/

● 償却資産申告書について

・法定様式（第２６号様式）を使用してください。

・本市から申告書を送付済の場合は、事務処理上必要になりますので、本市の申告書も

そのまま一緒に提出してください。

● 種類別明細書（増加資産・全資産用）について

・毎年度、全資産明細書を添付してください。

・資産の種類、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数、評価額を必ず記入してく

ださい。

５

　家屋の附帯設備（建築設備）の中には、償却資産として取り扱うものもあります。償却資

産として取り扱うものについては、ご申告をいただく必要があります。

●家屋と設備の所有者が異なる場合（テナント等で借主が事業用に取り付けた家屋の附帯設
　備）はすべて償却資産となります。
※テナント等で借主が事業用に取り付けた家屋の附帯設備…この場合、家屋の所有者はテナ
　ント貸主、設備の所有者は借主である事業主となります。

●家屋と設備の所有者が同じ場合は以下の表のとおり区分されます。

附帯設備等における家屋と償却資産との区分

設備の区分

受変電設備 受変電設備一式（キュービクル等）

予備電源設備 自家用発電設備、発電機設備、蓄電池設備

動力配線設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外のもの

電灯照明設備 屋内照明設備、分電盤
家屋と分離している屋外照明設備
（ネオンサイン、投光器、スポットライト等）

電話設備 電話機、交換機等の機器 配線、配管

消火設備 消火栓設備のホース・ノズル、消火器 消火栓設備、スプリンクラー

中央監視装置 装置一式

避雷設備、火災報知設備 設備一式

ガス設備、給排水設備 左記以外の設備
特定の生産又は業務用設備
屋外設備

空調設備 家屋と一体となっている設備
ルームエアコン（壁掛型）
特定の生産又は業務用設備

厨房設備、洗濯設備 サービス設備以外の設備

運搬設備 工場用ベルトコンベアー
エレベーター、エスカレーター
小荷物専用昇降機

外構設備
舗装路面
門、へい、フェンス、緑化施設、庭園等

償却資産とするもの 家屋に含めるもの

（注）一般的な区分の例示であり、必ずしもこの例示によらない場合があります。
家屋に含めるものに該当する設備であっても、設備の所有者が家屋の所有者と異なる場合は、

　　　すべて償却資産となります。（地方税法第343条第10項、下関市税条例第54条第8項）

顧客の求めに応じる（百貨店、旅館、飲食店、
病院等）サービス設備

※控が必要な方は、あらかじめコピーをとっていただくようお願いします。

提出は裏表紙に記載している申告書の提出先までお願いします。
受付済の控の返送を希望される方は、コピーした申告書と切手を貼付した返信用封
筒を必ず同封してください。切手を貼付した返信用封筒がない場合は返送すること
ができませんので、あらかじめご了承ください。



８７

提出していただく書類

償却資産申告書の記入について（特に注意すべき事項）

申告していただく方

初めて申告される方

表示内容の変更や訂正のある場合は、正しい
内容を申告してください。

記載方法についてはP１３～P１８をご覧ください。

　個人事業主の方は、事業所（店舗）の住所ではなく自宅の住所を記入してください。事業

所（店舗）の住所は「１５　所在地」の欄に記入してください。

土地や家屋を所有されている事業者様の納税通知書は原則一通にまとめて送付します。

　下記に該当する場合でも申告が必要です。「１８　備考」欄の該当する項目に○をつけ、

申告書を提出してください。

◎前年中に資産の増減がない。

◎清算中の法人で、清算事務に使用しているもの及び他の事業者に貸し付けているもの

がある。

償却資産が増えた方

償却資産が減った方

増加・減少どちらもある方

訂正が必要な資産がある方

昨年申告の内容と変更のない方

種類別明細書

償却資産

申告書
減少

資産用 （資料用）

償却資産

種類別明細書増加資産

・

全資産用 ※ 提出用

虚偽の申告をした場合又は申告しない場合

申告すべき事項について虚偽の申告をした場合、又は正当な理由なく申告をしない場合は、地方

税法第385条及び第386条、下関市税条例第75条の規定により過料等を科されることがあり

ます。

実地調査のお願い

地方税法第３５３条及び第４０８条の規定に基づいて、実地調査や帳簿書類等の検査を行うこ
とがありますので、その際はご協力をお願いします。また、実地調査等に伴って追加申告をお願
いすることもありますが、その場合は、現年度だけでなく過年度に遡及して課税することもあり
ますので、あらかじめご了承ください。

提出期限

直近の減価償却内訳明細書の提出をお願いします。

法人事業者の場合・・・法人税確定申告書の『別表１６』の基となる減価償却資産の内訳

　　　　　　　　　（名称・取得年月・取得価額・耐用年数・数量）がわかる書類

個人事業者の場合・・・確定申告提出用の決算書又は収支内訳書の減価償却資産の内訳

（名称・取得年月・取得価額・耐用年数・数量）がわかる書類

減価償却内訳明細書とは

本市では、申告書の添付資料として『減価償却内訳明細書』の提出をお願いしております。

これは申告内容と減価償却内訳明細書の照合により、申告内容が適正であるかの確認をするた

めです。

「減価償却内訳明細書」提出のお願い

令和５年１月 31日（火）

※ 償却資産種類別明細書（資料用）・・・令和５年度の資産内容を表示しています。

　申告する資産がない場合や、解散・休業・廃業等により令和６年１月１日現在事業を行っ

ていない場合は、「１８　備考」欄にその旨及び該当年月日を記入し提出してください。



８７

提出していただく書類

償却資産申告書の記入について（特に注意すべき事項）

申告していただく方

初めて申告される方

※ 償却資産種類別明細書（資料用）・・・令和４年度の資産内容を表示しています。
表示内容の変更や訂正のある場合は、正しい
内容を申告してください。

記載方法についてはP１３～P１８をご覧ください。

　個人事業主の方は、事業所（店舗）の住所ではなく自宅の住所を記入してください。事業

所（店舗）の住所は「１５　所在地」の欄に記入してください。

土地や家屋を所有されている事業者様の納税通知書は原則一通にまとめて送付します。

　下記に該当する場合でも申告が必要です。「１８ 備考」欄の該当する項目に○をつけ、

申告書を提出してください。

　◎前年中に資産の増減がない。

　◎清算中の法人で、清算事務に使用しているもの及び他の事業者に貸し付けているもの

　　がある。

　申告する資産がない場合や、解散・休業・廃業等により令和５年１月１日現在事業を行っ

ていない場合は、「１８　備考」欄にその旨及び該当年月日を記入し提出してください。

償却資産が増えた方

償却資産が減った方

増加・減少どちらもある方

訂正が必要な資産がある方

昨年申告の内容と変更のない方

種類別明細書

償却資産

申告書
減少

資産用 （資料用）

償却資産

種類別明細書増加資産

・

全資産用 ※ 提出用

虚偽の申告をした場合又は申告しない場合

申告すべき事項について虚偽の申告をした場合、又は正当な理由なく申告をしない場合は、地方

税法第385条及び第386条、下関市税条例第75条の規定により過料等を科されることがあり

ます。

実地調査のお願い

地方税法第３５３条及び第４０８条の規定に基づいて、実地調査や帳簿書類等の検査を行うこ
とがありますので、その際はご協力をお願いします。また、実地調査等に伴って追加申告をお願
いすることもありますが、その場合は、現年度だけでなく過年度に遡及して課税することもあり
ますので、あらかじめご了承ください。

提出期限

直近の減価償却内訳明細書の提出をお願いします。

法人事業者の場合・・・法人税確定申告書の『別表１６』の基となる減価償却資産の内訳

（名称・取得年月・取得価額・耐用年数・数量）がわかる書類

個人事業者の場合・・・確定申告提出用の決算書又は収支内訳書の減価償却資産の内訳

（名称・取得年月・取得価額・耐用年数・数量）がわかる書類

減価償却内訳明細書とは

　本市では、申告書の添付資料として『減価償却内訳明細書』の提出をお願いしております。

これは申告内容と減価償却内訳明細書の照合により、申告内容が適正であるかの確認をするた

めです。

「減価償却内訳明細書」提出のお願い

令和６年１月 31日（水）
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個人番号（マイナンバー）・法人番号の記載のお願い

１ 個人番号（マイナンバー）・法人番号の記載について

申告の手引きP１３～P１４（提出書類の記入例）をご参照いただき、個人の方は１２桁の個

　人番号を、法人にあっては１３桁の法人番号を、所定の欄に右詰めで記入してください。

２ 本人確認資料の添付について

個人番号を記載した申告書を提出していただく場合、マイナンバー法に定める本人確認（番号

　確認、身元確認及び代理権確認）を実施いたします。

　　以下の（1）又は（2）の本人確認資料の写し（コピー）をそれぞれ１種類ずつ、申告書に添付

　していただくようお願いします。（「通知カード」は令和２年５月25日に廃止となりましたが、

　通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に

　限り、引き続き番号確認書類として利用ができます。）

　　法人番号を記載した申告書を提出していただく場合、本人確認資料の添付は不要です。

（1）申告者本人が申告書を提出する場合（窓口・郵送）

（2）代理人が申告書を提出する場合（窓口・郵送）

番号確認資料

申告者本人の

番号確認資料

代理人の

身元確認資料

代理権確認資料

等」）載記号番人個（し写の票民住「」ドーカ知通「」）面裏（ドーカ号番人個「

※本人が申告書を提出する場合、個人番号カードは番号確認及び身元確認の両方の確認資料となります。

等」トーポスパ「」証許免転運「」）面表（ドーカ号番人個「

」ドーカ知通の人本「」）面裏（ドーカ号番人個の人本「

「本人の住民票の写し（個人番号記載）」等

」証許免転運の人理代「」）面表（ドーカ号番人個の人理代「

等」票証士理税の人理代「」トーポスパの人理代「

等」書証限権理代務税「」状任委「
※代理権確認資料については、写し（コピー）ではなく原本の添付をお願いします。

※「通知カード」は、現在の氏名・住所等が記載されている場合に限ります。

※「通知カード」は現在の氏名・住所等が記載されている場合に限ります。

身元確認資料

資産ごとに、次の算式によりその資産の評価額を計算します。

年税額は、４回の納期（４月、７月、１２月、翌年２月）に分けて納めていただくことに

なります。税金のかかる方にのみ、４月上旬頃に納税通知書をお送りします。

①評価額の求め方 

②税額の算出方法 

③免税点 

初年度の評価額 → 取得価額 ×（１－減価率／２）

次年度以降の評価額 → 前年度評価額 ×（１－減価率）

取得価額１,000,000 円、耐用年数７年（減価率：年0.280）の場合

課税標準額の合計（１,000円未満切捨）×税率（１.４％）＝ 税額（100円未満切捨）

課税標準額の合計が１５０万円未満である場合には、課税されません。

初年度の評価額 → １,000,000 円 ×（１ー0.280/２） ＝ ８６０，０００円

次年度の評価額 → 860,000 円 ×（１ー0.280） ＝ ６１９，２００円

（取得月は何月でも計算は同じ）

《計算例》

償却資産の評価

納期

減価率 減価率 減価率 減価率

税額の算出方法について

ただし、算出した評価額が取得価額の５％を下回る場合は、取得価額の５％が評価額となります。
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個人番号（マイナンバー）・法人番号の記載のお願い

１ 個人番号（マイナンバー）・法人番号の記載について

申告の手引きP１３～P１４（提出書類の記入例）をご参照いただき、個人の方は１２桁の個

　人番号を、法人にあっては１３桁の法人番号を、所定の欄に右詰めで記入してください。

２ 本人確認資料の添付について

個人番号を記載した申告書を提出していただく場合、マイナンバー法に定める本人確認（番号

　確認、身元確認及び代理権確認）を実施いたします。

　　以下の（1）又は（2）の本人確認資料の写し（コピー）をそれぞれ１種類ずつ、申告書に添付

　していただくようお願いします。（「通知カード」は令和２年５月25日に廃止となりましたが、

　通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に

　限り、引き続き番号確認書類として利用ができます。）

　　法人番号を記載した申告書を提出していただく場合、本人確認資料の添付は不要です。

（1）申告者本人が申告書を提出する場合（窓口・郵送）

（2）代理人が申告書を提出する場合（窓口・郵送）

番号確認資料

申告者本人の

番号確認資料

代理人の

身元確認資料

代理権確認資料

等」）載記号番人個（し写の票民住「」ドーカ知通「」）面裏（ドーカ号番人個「

※本人が申告書を提出する場合、個人番号カードは番号確認及び身元確認の両方の確認資料となります。

等」トーポスパ「」証許免転運「」）面表（ドーカ号番人個「

」ドーカ知通の人本「」）面裏（ドーカ号番人個の人本「

「本人の住民票の写し（個人番号記載）」等

」証許免転運の人理代「」）面表（ドーカ号番人個の人理代「

等」票証士理税の人理代「」トーポスパの人理代「

等」書証限権理代務税「」状任委「
※代理権確認資料については、写し（コピー）ではなく原本の添付をお願いします。

※「通知カード」は、現在の氏名・住所等が記載されている場合に限ります。

※「通知カード」は現在の氏名・住所等が記載されている場合に限ります。

身元確認資料

資産ごとに、次の算式によりその資産の評価額を計算します。

年税額は、４回の納期（４月、７月、１２月、翌年２月）に分けて納めていただくことに

なります。税金のかかる方にのみ、４月上旬頃に納税通知書をお送りします。

①評価額の求め方

②税額の算出方法

③免税点

初年度の評価額 → 取得価額 ×（１－減価率／２）

次年度以降の評価額 → 前年度評価額 ×（１－減価率）

取得価額１,000,000 円、耐用年数７年（減価率：年0.280）の場合

課税標準額の合計（１,000円未満切捨）×税率（１.４％）＝ 税額（100円未満切捨）

課税標準額の合計が１５０万円未満である場合には、課税されません。

（取得月は何月でも計算は同じ）

《計算例》

償却資産の評価

納期

減価率 減価率 減価率 減価率

税額の算出方法について

 初年度の評価額   → １ ,000,000   円 ×（１－0.28  0/２） ＝ ８６０，０００円

 次年度の評価額  →  860,000   円 ×（１－0.28  0） ＝ ６１９，２００円

ただし、算出した評価額が取得価額の５％を下回る場合は、取得価額の５％が評価額となります。
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課税標準の特例の対象となる償却資産（一部抜粋）

適用条項（地方税法）
特例対象資産

内航船舶

家庭的保育事業用資産

居宅訪問型保育事業用資産

事業所内保育事業用資産

水質汚濁防止法の汚水又は廃液処

理施設

津波避難（指定避難用）施設

津波避難（協定避難用）施設

特定再生可能

エネルギー発電設備

浸水防止用設備

特定事業所内保育施設

旧生産性向上特別措置法の先端設備

【R２.4.1～R４.3.31取得】

漁船など（回遊船、遊漁船などを除く）

直接各事業の用に供するもの

誘導灯・誘導標識・自動解除装置・防

災用倉庫・防災用ベンチ・非常用電源

設備など

太陽光発電設備

風力発電設備

水力発電設備

地熱発電設備

バイオマス発電設備

止水板・防止扉・排水ポンプ・換気口

浸水防止機など

事業運営費に係る補助を受けた特定

事業所内保育施設の用に供するもの

先端設備等導入計画に基づき新規で

取得した機械及び装置等

1,000kw未満

1,000kw以上

20kw未満

20kw以上

5,000kw未満

5,000kw以上

1,000kw未満

１万kw未満

１万kw以上２万kw未満

1,000kw以上

（非FIT）

沈殿又は浮上装置・油水分離装置・ろ

過装置など

具体例 特例割合
項・号条

第５項

第２項

第１号

第２４項

第１号

第２４項

第２号

第２６項

第２９項

第３３項

１/２

１/２

１/２

１/２

１/３

５年間　２/３

５年間　１/２

３年間　２/３

３年間　２/３

３年間　３/４

３年間　２/３

３年間　２/３

５年間　２/３

３年間　１/２

３年間　１/２

３年間　１/２

３年間　０（零）

中小企業等経営強化法の
先端設備等

５年間　１/２

３年間　３/４

３年間　３/４

第２７項

第

第２８項

第２９項

第
則
附

条

R３.3.31取得分まで

附
則
第
６
４
条

３年間　０（零）
先端設備等導入計画に基づき新規で

取得した機械及び装置器具及び備

品・工具・建物附属設備・構築物

旧第４１項

R３.４.１～R５.３.31
取得分

固定資産税の軽減措置等
非課税・課税標準の特例について

地方税法第３４８条第２項に定める償却資産については非課税、同法第３４９条の３及び附則

第１５条等に定める資産については課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

非課税や課税標準の特例を受けるためには、申告時に償却資産申告書の「１０　非課税該当資産」

又は「１１　課税標準の特例」欄の有を〇で囲み「、１８　備考」欄の余白に適用条項等を記入して

ください。また、種類別明細書（増加資産・全資産用）の対象資産の摘要欄にも適用条項等を記入し、

内容が明らかとなる書類等を添付してください。

なります。詳しくは、申告書提出先（裏表紙面参照）までお問合せください。

減免について

地方税法第３６７条の規定に基づき、下関市税条例第７１条に定める償却資産は、所有されて

いる方の申請があった場合、固定資産税が減免されます。

詳しくは、申告書提出先（裏表紙面参照）までお問合せください。

先端設備に対する課税標準の特例（地方税法附則第15条第45項）
中小企業等経営強化法による「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等が課税標準の特

例を受けることができる制度です。

種　別 販売開始時期 取得価格（※１） 取得時期

１ 機械及び装置 １０年以内 １６０万円以上

２ 測定工具及び検査工具 ５年以内 ３０万円以上 令和５年４月１日から

令和７年３月３１日まで３ 器具・備品 ６年以内 ３０万円以上

４ 建物附属設備（※２） １４年以内 ６０万円以上

（※１）一台又は一基（一組又は一式）あたりの購入代価（※２）償却資産として課税されるものに限る

なお、家屋と一体で課税されるものは対象外

11

※新規取得の非課税資産がある場合は、添付資料として固定資産税非課税申告書のご提出が必要と

※新しく減免を受ける資産がある場合は、固定資産税減免申請書のご提出が必要となります。

◯あらかじめ計画の認定を受ける必要があります。

◯下表１～４については、旧モデルと比較して生産性が年平均３％以上向上し、年平均の投資利益

率が５％以上となることが見込まれ、かつ生産販売活動等の用に直接供されるものであること及

び、中古資産でないことが条件となります。

◯特例の適用にあたり、「先端設備等導入計画に係る認定申請書」、「先端設備等導入計画に係る認

定書」及び認定支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」などの写しが必要になります。
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課税標準の特例の対象となる償却資産（一部抜粋）

適用条項（地方税法）
特例対象資産

内航船舶

家庭的保育事業用資産

居宅訪問型保育事業用資産

事業所内保育事業用資産

水質汚濁防止法の汚水又は廃液処

理施設

津波避難（指定避難用）施設

津波避難（協定避難用）施設

特定再生可能

エネルギー発電設備

浸水防止用設備

特定事業所内保育施設

旧生産性向上特別措置法の先端設備

【R２.4.1～R４.3.31取得】

漁船など（回遊船、遊漁船などを除く）

直接各事業の用に供するもの

誘導灯・誘導標識・自動解除装置・防

災用倉庫・防災用ベンチ・非常用電源

設備など

太陽光発電設備

風力発電設備

水力発電設備

地熱発電設備

バイオマス発電設備

止水板・防止扉・排水ポンプ・換気口

浸水防止機など

事業運営費に係る補助を受けた特定

事業所内保育施設の用に供するもの

先端設備等導入計画に基づき新規で

取得した機械及び装置等

1,000kw未満

1,000kw以上

20kw未満

20kw以上

5,000kw未満

5,000kw以上

1,000kw未満

１万kw未満

１万kw以上２万kw未満

1,000kw以上

（非FIT）

沈殿又は浮上装置・油水分離装置・ろ

過装置など

具体例 特例割合
項・号条

第５項

第２項

第１号

第２４項

第１号

第２４項

第２号

第２６項

第２９項

第３３項

１/２

１/２

１/２

１/２

１/３

５年間　２/３

５年間　１/２

３年間　２/３

３年間　２/３

３年間　３/４

３年間　２/３

３年間　２/３

５年間　２/３

３年間　１/２

３年間　１/２

３年間　１/２

３年間　０（零）

中小企業等経営強化法の
先端設備等

５年間　１/２

３年間　３/４

３年間　３/４

第２７項

第

第２８項

第２９項

第
則
附

条

R３.3.31取得分まで

附
則
第
６
４
条

３年間　０（零）
先端設備等導入計画に基づき新規で

取得した機械及び装置器具及び備

品・工具・建物附属設備・構築物

旧第４１項

R３.４.１～R５.３.31
取得分

固定資産税の軽減措置等
非課税・課税標準の特例について

地方税法第３４８条第２項に定める償却資産については非課税、同法第３４９条の３及び附則

第１５条等に定める資産については課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

非課税や課税標準の特例を受けるためには、申告時に償却資産申告書の「１０　非課税該当資産」

又は「１１　課税標準の特例」欄の有を〇で囲み「、１８　備考」欄の余白に適用条項等を記入して

ください。また、種類別明細書（増加資産・全資産用）の対象資産の摘要欄にも適用条項等を記入し、

内容が明らかとなる書類等を添付してください。

なります。詳しくは、申告書提出先（裏表紙面参照）までお問合せください。

減免について

地方税法第３６７条の規定に基づき、下関市税条例第７１条に定める償却資産は、所有されて

いる方の申請があった場合、固定資産税が減免されます。

詳しくは、申告書提出先（裏表紙面参照）までお問合せください。

先端設備に対する課税標準の特例（地方税法附則第15条第45項）
中小企業等経営強化法による「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等が課税標準の特

例を受けることができる制度です。

種　別 販売開始時期 取得価格（※１） 取得時期

１ 機械及び装置 １０年以内 １６０万円以上

２ 測定工具及び検査工具 ５年以内 ３０万円以上 令和５年４月１日から

令和７年３月３１日まで３ 器具・備品 ６年以内 ３０万円以上

４ 建物附属設備（※２） １４年以内 ６０万円以上

（※１）一台又は一基（一組又は一式）あたりの購入代価（※２）償却資産として課税されるものに限る

なお、家屋と一体で課税されるものは対象外

11

※新規取得の非課税資産がある場合は、添付資料として固定資産税非課税申告書のご提出が必要と

※新しく減免を受ける資産がある場合は、固定資産税減免申請書のご提出が必要となります。

◯あらかじめ計画の認定を受ける必要があります。

◯下表１～４については、旧モデルと比較して生産性が年平均３％以上向上し、年平均の投資利益

率が５％以上となることが見込まれ、かつ生産販売活動等の用に直接供されるものであること及

び、中古資産でないことが条件となります。

◯特例の適用にあたり、「先端設備等導入計画に係る認定申請書」、「先端設備等導入計画に係る認

定書」及び認定支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」などの写しが必要になります。

課税標準の特例の対象となる償却資産（一部抜粋）

適用条項（地方税法）
特例対象資産 具体例 特例割合

条 項・号

第５項 内航船舶 漁船など（回遊船、遊漁船などを除く） １/２

第２７項 家庭的保育事業用資産 １/２

第２８項 居宅訪問型保育事業用資産 直接各事業の用に供するもの １/２

第２９項 事業所内保育事業用資産 １/２

第２項 水質汚濁防止法の汚水又は廃液処

理施設

沈殿又は浮上装置・油水分離装置・ろ

過装置など
１/３

第１号

第２２項
津波避難（指定避難用）施設 誘導灯・誘導標識・自動解除装置・防

災用倉庫・防災用ベンチ・非常用電源

設備など

５年間　２/３
第１号

第２２項
津波避難（協定避難用）施設 ５年間　１/２

第２号

太陽光発電設備（非FIT）

1,000kw未満 ３年間　２/３

1,000kW以上 ３年間　３/４

風力発電設備

20kw未満 ３年間　３/４

20kw以上 ３年間　２/３

水力発電設備
特定再生可能

エネルギー発電設備
第２５項 5,000kw未満 ３年間　１/２

5,000kw以上 ３年間　３/４

地熱発電設備

1,000kw未満 ３年間　２/３

1,000kw以上 ３年間　１/２

バイオマス発電設備

1万kw未満 ３年間　１/２

1万kw以上2万kw未満 ３年間　２/３

止水板・防止扉・排水ポンプ・換気口

浸水防止機など
第２８項 浸水防止用設備 ５年間　２/３

事業運営費に係る補助を受けた特定

事業所内保育施設の用に供するもの
第３２項 特定事業所内保育施設 ５年間　１/２

先端設備等導入計画に基づく新規で

取得した機械及び装置器具及び備品

３年間　1/2
R５.4.1～R7.3.31

取得分

５年間　1/3
R５.4.1～R6.3.31

取得分

第４５項
従業員に対する賃上げ方針の表明を

先端設備等導入計画内に記載した

場合の上記資産

中小企業等経営強化法の

先端設備等 ４年間　1/3
R6.4.1～R7.3.31

取得分

先端設備等導入計画に基づき新規で

取得した機械及び装置器具及び備品

３年間　０（零）

旧法附則第６４条 R５.3.31取得分

まで
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・工具・建物附属設備

・工具・建物附属設備・構築物
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氏 名

シモノセキシ　チョウフミナトマチ　1－１

下 関 市 長 府 港 町 １ 番 １ 号

下 関 産 業   株 式 会 社

令和６
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氏 名

シモノセキシ　チョウフミナトマチ　1－１

下 関 市 長 府 港 町 １ 番 １ 号

下 関 産 業   株 式 会 社

令和５
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令和５年度
償却資産（固定資産税）

申告の手引き

下 関 市

申告書の提出期限は

令和５年１月31日（火）です。

※申告書

※e LTAX申請の方は所有者コードを記載してください。

の控えが必要な方はあらかじめコピーをとっていただ

くようお願いします。（Ｐ６「償却資産の申告について」参照）。

申告書の提出先・お問い合わせ先
◎下関市財政部　資産税課　償却資産係（西棟２階B５番窓口）

◎下関市　菊川総合支所　市民生活課　税務係

〒750ｰ0317　下関市菊川町大字下岡枝１４８０番地１

◎下関市　豊田総合支所　市民生活課　税務係

◎下関市　豊浦総合支所　市民生活課　税務係

◎下関市　豊北総合支所　市民生活課　税務係

○申告書は上記窓口でお受けいたします。

○申告用紙が足りない時はお知らせください。下関市のホームページからダウン

　ロードすることもできます。

℡   （083）287ｰ4001（直通）

〒750ｰ8521 下関市南部町１番１号

℡   （083）231ｰ1918（直通）

〒750ｰ0421　下関市豊田町大字殿敷１９１８番地１

℡   （083）766ｰ2953（直通）

〒759ｰ6301　下関市豊浦町大字川棚６８９５番地１

℡   （083）772ｰ4012（直通）

〒759ｰ5592　下関市豊北町大字滝部３１４０番地１

℡   （083）782ｰ1918（直通）

下関市のホームページ

ホーム

税金

固定資産税・都市計画税に関する申請書

くらし・手続き

固定資産税

https://www.city.shimonoseki.lg.jp

せきまる


